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■４回目接種の対象者
●�３回目接種から５ヵ月以上が経過した
　60歳以上の人
　接種日時、接種場所、使用ワクチンを事前に指定
しています。接種券は、３回目接種日順に順次発送
しています。変更やキャンセルは、予約センターで
電話受付しています。

●18歳以上59歳以下で基礎疾患がある人、
　その他重症化リスクが高いと医師が認める人
　申請（郵送/持参）に基づいて、該当者に接種券を
送付しています。予約は、接種券がお手元に届き次
第、電話で行ってください。

■接種場所
市内個別医療機関（13医院）および中央公民館
※�中央公民館では、駐車場の混雑が予想されますので、�
乗り合いなどの協力をお願いします。
※�75歳以上の人は、タクシー券を同封していますので、�
ご利用ください。

区分 支給対象者 申請書類 申請期限 支給時期
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令和４年４月分の児童扶養手当を受けている人 不要 ― ６月に
支給済み

障害年金や遺族年金などの公的年金を受給して
いることにより、令和４年４月分の児童扶養手当
の支給を受けていない人（収入が児童扶養手当
の支給制限限度額を下回ること）

①�低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金（ひとり親世帯分）申請書（請求書）
②簡易な収入（所得）見込額の申立書
③本人確認書類の写し
④受取口座の通帳の写し
⑤戸籍謄本（児童扶養手当の申請をしていない人）
⑥�給与明細書、年金振込通知書などの収入を証明す
る書類

令和５年２月28日ま
でに申請書類一式を
上記窓口へ直接提出
または郵送
※�郵送の場合は必着

随時
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、急変後１年間の収入見込額（令和２年
２月以降の任意の１カ月を12カ月換算した額）が
児童扶養手当の対象となる水準に下がった人

ひ
と
り
親
世
帯
以
外

令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養
手当を受給し、令和４年度の住民税（均等割）が
非課税の人

不要 ― ７月中に
支給予定

次の２点の両方に当てはまる人
①�令和４年３月31日時点で18歳未満の児童（障
害児の場合20歳未満）を養育する父母など

※�令和４年４月１日から令和５年２月28日まで
に生まれた児童も対象
②�令和４年度の住民税（均等割）が非課税の人、
または新型コロナウイルス感染症の影響を受　
けて令和４年１月１日以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となった人

①�低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（請求
書）
②本人確認書類の写し
③受取口座の通帳の写し
④簡易な収入（所得）見込額の申立書
⑤�給与明細書、年金振込通知書などの収入を証明す
る書類
※�戸籍謄本、住民票などが必要になる場合があります。

令和５年２月28日ま
でに申請書類一式を
上記窓口へ直接提出
または郵送
※�郵送の場合は必着

随時

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金の支給

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費などの物価高騰の影響を受け家計が悪化し、
特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として給付金を支給します。

問い合わせ��子育て応援課こども福祉係（〒439-0019半済1865プラザけやき内☎35-0914）

Info
１

問い合わせ��新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（プラザけやき内☎0120-285-780）
〃　　　　　　予約センター（プラザけやき内☎0120-507-001）

新型コロナウイルスワクチン４回目接種を進めていますInfo
２

支給額   児童１人あたり一律５万円
※�詳細は市ホームページ（右記）をご覧いただくか、
　子育て応援課こども福祉係へお問い合わせください。

１〜３回目接種用「武田社（ノババックス）
ワクチン」は副反応が少ないって本当？

Q
　 「ノババックス」ワクチンは、「ファイザー」・「モデ
ルナ」ワクチンとは製造方法が異なり、以前から別の
ワクチンで使用している方法で製造された新たなワ
クチンです。３回目接種後の副反応は、発熱・倦怠感・
頭痛・接種部位の痛みなどで、他のワクチンより発生
頻度が低いことが確認されています。
　「ノババックス」ワクチンは、１〜３回目接種用で、
18歳以上の人が接種可能となります。２回目から３
回目の接種間隔は６カ月以上です。
　「mRNAワクチン（ファイザー・モデルナ）」に対す
るアレルギーや副反応が心配で接種を控えていた人
は、この機会に接種を検討してみてくだ
さい。
※�静岡県庁公式YouTube「おしえて！�後藤参
事 !!（６月22日配信）」をご覧ください。
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◀︎ひとり親
　世帯

◀︎ひとり親
　世帯以外


